
公    告 

 

 

 （熊本河川国道事務所管内における令和８年度 緑川流域会議等企画運営補助委託について） 

 

 次のとおり公告します。 

 

 令和８年３月９日 

                        国土交通省九州地方整備局 

                          熊本河川国道事務所長 和田 賢哉 

 

 

１．公告の概要等 

（１）委託名 令和８年度 緑川流域会議等企画運営補助委託 

（２）公告の目的 

   河川法第９９条に基づき、熊本河川国道事務所管内の緑川水系における流域会議の企画立案・運営  

補助及び関連イベントの企画立案・運営調整の委託に関し、実施団体を定めることを目的とする。 

（３）委託区間  

   本委託区間は、熊本河川国道事務所が管理する緑川水系の流域であり、要件を満たす全ての団体と  

契約締結するものとする。 

（４）委託期間  令和８年４月上旬（予定） ～ 令和９年３月３１日 

（５）本委託を契約する団体については、２．に示す参加資格要件を有することを証明する資料をもっ  

て審査し特定する。（詳細は技術資料等説明書による） 

 その後、熊本河川国道事務所において委託契約に関する協議成立後、契約締結する。 

（６）参加要件を満たす団体が複数ある場合については、委託内容を区分するものとする。       

（７）本委託は、当該委託に係る令和８年度予算が成立し、予算事務手続きが整った場合についてのみ、 

  特定通知以降の手続きを行うことを条件とする。 

 

 

２．参加資格要件 

 次の各号に該当するものとする。 

（１）河川協力団体、一般社団法人又は一般財団法人であること。 

（２）一般社団法人、一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項を適正かつ確実に 

   実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。ただし、以下の条項を全て満た

す者であること。 

（３）当該委託内容に関する活動実績及び活動実施体制があること。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注

工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（５）技術資料等説明書の交付を下記３（２）の交付方法により、直接入手した者であること。 

 

 

３．本委託契約に関する手続等 

（１）担当部局 

   〒８６１－８０２９ 熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号 

     国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 河川管理課 

     （電話 ０９６－３８２－１１３６） 

             担当 ：徳永 （内線３３３） 

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法 



  ① 交付期間 ： 令和８年３月９日（月）から令和８年３月２３日（月）までの土曜日、日曜日 

          及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

  ② 交付場所 ： 上記（１）に同じ 

  ③ 交付方法 ： 交付場所での手交、電子メール又は郵送等による交付とし、郵送等による交付は 

郵送料等を別に必要とする。電子メール又は郵送等を希望する場合は、交付場所 

に問い合わせを行うこと 

（３）委託契約にかかる参加資格確認のための申請書等の提出期間、場所及び方法 

  ① 提出期間 ： 令和８年３月１０日（火）から令和８年３月２３日（月）までの土曜日、日曜日       

及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

  ② 提出場所 ： 上記（１）に同じ 

  ③ 提出方法 ： 持参、郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）又は電子メールによ 

          ること。 

 

 

４．その他 

 

（１） 申請書等の作成要領、委託契約締結団体の評価及び決定方法等の詳細については、「技術資料等

説明書」による。 

 


